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第６章 領域別環境配慮指針 
本市は、豊かな自然や風土によって“ふるさと”が育まれ、固有の歴史・文化が培われてき

ました。今後も、これらの遠野を象徴するかけがえのない自然環境を保全し、次世代に残して

いく地域づくりが重要です。 
ここでは、第３章第３節(P26-27)で示した４つの領域について、各領域の環境特性を踏まえ

ながら、それぞれの地域が抱える課題を理解し、遠野市が目指す環境像をそれぞれの領域で実

現していく上で必要な、環境配慮の基本的な考え方を示します。 

第第１１節節  市市街街地地区区域域  
１ 環境の特性 

市街地区域は、家並みが連続している地域及び今後開発が予想される旧遠野町と松崎町の

一部、宮守町宮守駅周辺で形成されます。遠野バイパスの開通以降、沿線への大型店の進出

がめざましく、商業、官公庁等が集中する中

心部では、徐々に人口移動が進んでおり、旧

遠野町の空洞化が危ぶまれています。 
しかし、鍋倉城下に形成された市街地は変

わることなくまとまりのある景観を見せてお

り、昔ながらの寺院や神社、通りや家並みが

残されています。 
今後、市街地区域では、「緑や水に包まれた

賑わいのある快適な生活空間の創造」を目指

します。 
 

２ 環境配慮指針 
(１) 「健康で潤いのある生活」を目指して 

○ 公共下水道や浄化槽の普及を進めます。 
○ 側溝や排水路の適切な清掃などの管理に努めます。 
(２) 「生物の多様性の確保」を目指して 

○ 猿ヶ石川落合地区など渡り鳥（白鳥等）が飛来する河川の良好な環境の保全に努めます。 
○ ビオトープの創出など多様な動植物が生息・生育できるような環境整備に努めます。 
(３) 「自然景観、伝統文化の保全」を目指して 

○ 市街地に、街路樹などの緑化を進めます。 
○ 河川などの水に親しめる空間の創出・整備に努めます。 
○ 市街地に育まれた町家文化の保全に努めます。 
(４) 「循環型社会の構築」を目指して 

○ 自然素材を使用した生活用品の活用に努めます。 
○ １家庭１エコ運動を推進します。 
○ 廃棄物の減量化を進めます。 

鍋倉公園から市街地を望む 
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第第２２節節  田田園園区区域域  
１ 環境の特性 

田園区域は、平坦地に開けた水田や畑を中心として、一体的に利用される集落・農道、河川、

用水路を含む区域です。 
春の早苗、夏の緑あふれる稲田、秋の黄金色の

稲穂、晩秋のハセがけ、冬の雪原などは四季の移

り変わりを感じさせる情景であり、遠野らしさを

写し出す風景となっています。 
このため田園区域では、「生活・生産の舞台であ

り、遠野らしさを醸し出す農村景観の維持」を目

指します。 
 
 

２ 環境配慮指針 
(１) 「健康で潤いのある生活」を目指して 

○ 農業集落排水処理施設の整備や浄化槽の普及を推進し、河川等の水質の保全に努めます。 
○ 農薬や化学肥料の使用に配慮した環境保全型農業を推進し、水質汚濁や土壌汚染の防止

に努めます。 
 
(２) 「生物の多様性の確保」を目指して 

○ 水田等の農地が有する保水機能の維持に努め、生態系の保全を図ります。 
○ 河川及び用水路の環境整備にあたっては、多様な生物が生育できる水辺づくりのため、

環境に配慮した多自然工法の採用に努めます。 
○ 身近な動植物の生息・生育環境の保全・再生に努めます。 
 
(３) 「自然景観、伝統文化の保全」を目指して 

○ 遠野らしさを醸し出す景観の保存に努めます。 
○ 土地利用計画に基づき農地の保全や緑化に努め、田園景観の再現に努めます。 
○ 「馬っこつなぎ」など田園区域に伝わる伝承行事の保存に努めます。 
○ 豊かな自然・伝統文化を最大限に活用し、交流を促進するために、グリーンツーリズム

の推進に努めます。 
 
(４) 「循環型社会の構築」を目指して 

○ 生ごみや家畜排泄物の堆肥化を図り、環境保全型農業に努めます。 
○ １家庭１エコ運動を推進します。 
○ 廃棄物の減量化を推進します。 
○ 環境にやさしい木質系バイオマスなどのエネルギー利用に努めます。 

田植え風景 
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第第３３節節  里里山山区区域域  
１ 環境の特性 

里山区域は、田園区域を取り囲む概ね標高 250ｍ～500ｍの地域を想定し、山間部の集落を
中心として、周辺の農地、河川及び山林と一体的に利用される区域を示します。 
多くは昔ながらののどかな風景を引

き継いでいる地域であり、遠野らしさ

の情景を醸し出す領域です。 
特に里山は多様な生物が生息する宝

庫となっています。 
このため里山区域では、「豊かな恵み

をもたらす自然や伝統文化の保全・活

用」を目指します。 
 
 
 
 

２ 環境配慮指針 
(１) 「健康で潤いのある生活」を目指して 

○ 浄化槽の普及に努めます。 
○ 堆肥の適正処理に努めます。 
○ 水道水の取水源として環境保全に努めます。 
○ 不法投棄の防止と監視体制の充実を図ります。 
 
(２) 「生物の多様性の確保」を目指して 

○ 自然環境の保全に十分配慮した開発に努めます。 
○ 身近な動植物の生息・生育環境の保全・再生に努めます。 
 
(３) 「自然景観、伝統文化の保全」を目指して 

○ 裏山や田畑等の恵まれた自然と、生活空間との一体的環境（里山風景）の保全を進めます。 
○ 豊かな森林に育まれた伝統文化の伝承に努めます。 
○ 土地利用計画に基づき農地の保全や緑化に努め、里山景観の創出に努めます。 
 
(４) 「循環型社会の構築」を目指して 

○ 生ごみや家畜排泄物の堆肥化を図り、環境保全型農業に努めます。 
○ １家庭１エコ運動を推進します。 
○ 環境にやさしい木質系バイオマスなどのエネルギー利用に努めます。 
 

土淵町のデンデラ野 




